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（１）労働条件の書面に明示について
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Point① 労働条件は書面で明示しましょう 労働基準法第15条
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Point② 使用者の時季指定による年次有給休暇の付与 労働基準法第39条

・ 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者（管理監督者を含む。）に対して、年次有給休暇の日数の
うち年5日については、 使用者が時季を指定して取得させることが必要です。
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ご清聴ありがとうございました
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